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研究成果の概要（和文）：本研究は法学・情報学・心理学の共同により新しい裁判過程可視化システムの構築を目指し
た。このシステムは三次元情報提示法（Kachina）、ナラティブ分析(TEM)、虚偽自白分析(浜田式分析)、の３要素から
なる。これら３要素を融合し、法の実務に有効なシステムを開発した。このシステムを用いることで、錯綜する情報を
整理することができ、市民裁判員の認知的負荷を低減し、誤判のリスクを低減することができた。

研究成果の概要（英文）：In this project, we have developed a system called KTH Cube for statement 
credibility assessments in Japanese legal context. The KTH cube is a virtual cube that stores a large 
amount of information from multiple sources in a 3D space. The KTH-Cube consists of three elements: the 
KACHINA cube, the TEM and Hamada’s statement analysis. It is a tool which provides cognitive assistance, 
functioning as an instructional scaffold for everyone in court.
 Also, we have considered the availability of KTH in Japanese judicial system by researching the American 
regal rule of evidence about “Computer Generated Animation”. We conclude it is more important to 
consider how to use KTH as the illustrative demonstrative evidence. And we recognize that it is necessary 
to clarify the legal nature of KTH in trial and to arrange the rule of evidence in Japanese version.

研究分野： 社会心理学
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１．研究開始当初の背景 
 現在、刑事事件の取り調べにおいて録音録
画が必要であるという気運が高まっている。
だが、これらの全てを記録した場合、莫大な
情報量となる。裁判員裁判においては限られ
た時間で市民裁判員が判断をする必要があり
、必要な時に必要な情報を取り出せるシステ
ムの開発が求められている。 
 自白過程の図化による分析と提示は立命館
大学の私たちのグループによって2004年以来
行われてきたが、同様の試みは他では行われ
ておらず、これまでの蓄積の上にたって、よ
り実用的なツールを開発していく必要が認め
られる。 
本研究は法学・情報学・心理学の共同によ

り新しい裁判過程可視化システムの構築を目
指すものである。また刑事訴訟法上の検討を
通じて、法廷内外における社会実装の可能性
を検討するものである。 
現在、刑事事件の取り調べにおいて録音録

画が必要であるという気運は高まっているが
、これらの全てを記録した場合、莫大な情報
量となる。裁判員裁判においては限られた時
間で市民裁判員が判断をする必要があり、必
要な時に必要な情報を取り出せるシステムの
開発が求められている。裁判員が判断を行う
に際して、彼／女らの認知的負荷を低減する
システムこそが、真の可視化であり、新しい
時代の法と心理学に求められている技術の一
つであるといえる。 

 
２．研究の目的 
情報の蓄積と可視化は異なる。したがって、

情報を効率的にかつ過不足なく閲覧するた
めのツール開発が必要となることは論を俟
たない。取り調べの録画がなされたとしても、
その録画が全体のストーリのどこに位置づ
くのかが示されなければ、参照に大きな困難
を伴う。 
本研究では、検察側の冒頭陳述をドミナン

ト・ストーリ（支配的物語）として定位し、
弁護側によって争われている点を、オルタナ
ティブ・ストーリ（代替物語）とし、そのス
トーリを支える構成要件が、いつの誰による
（警察・検察）誰(被疑者)に対する取り調べ
の時に生じたのかを相互参照しやすいよう
に関連づける可視化システムを構築する。こ
の研究では、被告人の供述機会（警察・検察・
公判）の一回ずつを単位として取り扱い、そ
の時々にストーリのどの部分について話し
たのかを同定した上で、それらを地層のよう
に重ねていくことにより、どの話題がいつ出
たのか、などを明確にするシステムを開発す
る。 
 

３．研究の方法 
本研究は「三次元地層モデリングを用いた

裁判過程の可視化」のためのツールとして
KTH キューブを開発することが目的であり、
また、このツールが日本の裁判で利用可能か

どうかを検討することが目的であった。その
ため大きく、（１）可視化ツール KTH キュー
ブの開発と（２）同キューブを用いた裁判に
関する刑事訴訟法的検討という方法が採ら
れた。 
 
４．研究成果 
私たちが開発したシステムはKTHキューブ

である。このシステムは三次元情報提示法
（Kachina）、ナラティブ分析(TEM)、虚偽自
白分析(浜田式分析)、の３つの要素からなる
ものであり、実際の事件のデータを用いて
様々な試作を行った上で（分かりやすさに関
する）効果を検討した。結果として、弁護士
等法のエキスパートにとっては有用なシス
テムを開発しえた。KTH は，バーチャルな立
方体を用いて事件の対立構造と証拠を得た
時間をビジュアル化し，クリック一つで具体
的な証拠にアクセスできるシステムである。
本研究においては、Kachina キューブ、TEM
（複線径路等至性モデリング）、Hamda（浜田
式供述分析）、それぞれにおいて進展を図っ
た上で、再審請求事件、えん罪救済依頼事件、
の資料を用いて、模擬的なデータ展示を試み
てきた。その際には情報工学やプログラミン
グの最新の進展を適切に取り込むことにし
て、認知的負荷を低減する視覚的工夫と供述
変遷の視覚化に必要な機能をKTHキューブに
搭載することができた。その中でも代表的な
ものはフラグメントウィンドウ（下図）とサ
ーチ機能である。 

前者は、膨大な資料を電子的に多重に格納
した上で、クリック 1つで元のデータを呼び
出すものであり、見た目のスッキリ感の増大
とデータリンクによる信頼感の増大を両立
させる機能である。サーチ機能は、膨大なデ
ータから自分自身が見たいと思うデータを
検索するための機能である。 
またこのシステムの有効性として利用者

の主観的分かりやすさの検討を行った。裁判
員裁判における供述調書提示方法としての
KTH キューブのわかりやすさを検討した。 
検討に当たっては、架空の複雑な刑事事件

（犯人が複数いる）を想定し、その事件に関
して供述調書を作成した。この供述調書の提
示媒体を KTH でまとめたもの、紙面上にまと
めた表、朗読しているビデオと設定し、それ
ぞれの提示媒体によるわかりやすさ（テスト



項目 20 問）を比較した。被験者は大学生 42
人（平均年齢 20.7 歳、SD＝1.6 歳、男性 21
人、女性 21 人）であった。 
各条件でテスト項目ごとに正答率を比較

したところ、20 問中、4問で KTH のわかりや
すさが高かったことが分かった。 
また、分析依頼をしてきた弁護士を対象に

紙データとKTHデータでのデータ整理を提示
したところ、法のエキスパートにとって認知
的支援となりうる可能性が示唆された。 
さて日本の刑事裁判においては、刑事訴訟

規則 199 条の 10 が「訴訟関係人は、書面又
は物に関しその成立、同一性その他これに準
ずる事項について証人を尋問する場合にお
いて必要があるときは、その書面又は物を示
すことができる」と定めており、その限りに
おいてKTHキューブの使用も不可能ではない
と判断される。ただし、その「必要」をどの
ように示すのかは問題となる。また、その必
要を訴える際にはKTHキューブを“Computer 
Generated Animation”の一種として捉えた
時の刑事訴訟法上の位置について検討を行
い、実質的証拠というよりは展示証拠として
扱うべきだという展望を得たが、展示証拠の
場合には英米法において「不当な偏見を与え
る可能性があることから、その許容性が問題
とされる」という指摘があることから、必要
性のみならず問題の排除の説得も必要とな
る。 
これらの特徴の記述は、自白分析（心理学）、

地層モデリング（情報学）、裁判実務（刑事
法学）の学融的な到達点であるが、さらにこ
うした特徴の意義について検討して社会実
装を行っていく必要がある。 
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